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１ 目的 

   この要領は、掛川市市民課窓口業務（以下「本業務」という。）における効率

化と市民サービス等の一層の向上を図るため、窓口における受付、各種証明書の

取扱及び公金収納等に関連する業務を行い得る能力を有する民間事業者の中か

ら、本業務に対する意欲、資質及び技術能力等に優れた者を、公募型プロポーザ

ル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定

める。 

 

２ 対象業務の概要 

(1) 業務内容 

  別紙「掛川市市民課窓口業務等委託業務仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）に定めるとおり 

(2) 委託期間 

契約日の翌日から令和 13年３月 31 日まで 

ただし、契約日の翌日から令和８年３月 31 日までは本業務の準備及び引

き継期間とする。 

 (3) 業務履行場所 

    掛川市役所市民課 掛川市長谷一丁目 1 番地の１ 掛川市役所本庁１階 

 

３ 提案見積限度額 

契約日の翌日から令和 13年３月 31 日までの期間の委託業務に係る提案見積限

度額は、619,751 千円（消費税及び地方消費税を含む額）とする。 

ただし、この金額は、契約（予定）金額を示すものではなく、提案内容の規模

を示すためのものである。 

なお、引き継ぎ期間に係る経費等は受託者の負担とする。 

本業務に係る見積書を提出する際は、この提案見積限度額を超えてはならない

ものとする。 

 

４ 参加資格要件 

   プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のすべてに該当している者と

する。 

  (1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167条の４の規定に該当しな

い者であること。 

(2) 令和７年度、令和８年度掛川市物品等の製造販売（卸売・小売）、役務の提供

の入札参加資格申請をし、登録されている者であること。 
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(3) 掛川市物品等の製造販売(卸売・小売)、役務の提供に係る入札参加資格者に

対する入札参加停止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている期間中でな

いこと。 

(4) 会社更生法（昭和 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

  (5) プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭ

Ｓ）を取得していること。 

  (6) キオスク端末（マルチコピー機）を設置し運用及び管理が可能であること。 

  (7) 非対面・非接触を考慮したレジを導入すること。 

(8) キャッシュレス決済を実施すること。 

(9) マイナンバーカード申請が可能な端末及び撮影機器等の用意ができること 

(10)マイナンバーカードの読み取りが可能な端末及びネットワーク回線が用意で

きること。 

(11)窓口での案内や申請をタブレット等を使用し行うため、ネットワーク回線を

含めた機器を用意すること。 

  

５ 日程 

日   付 内    容 

令和７年 10 月 ７日（火） 実施の公告 

令和７年 10 月 27 日（月） 参加意向申出書、質問書提出期限 

令和７年 10 月 31 日（金） 質問最終回答日  

令和７年 11 月 ７日（金） 企画提案書及び見積書の提出期限 

令和７年 11 月 18 日（火） プロポーザル・プレゼンテーションの実施 

令和７年 11 月 20 日（木） 審査結果通知 

令和７年 12 月中  委託契約締結 

契約日の翌日～ 

３月 31日（火） 

準備及び引き継ぎ期間 

令和８年４月１日（水） 本業務開始 

 

６ 参加申し出 

  プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次に掲げる書類を提出すること。 

 (1) 提出書類 
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   ア 参加意向申出書（様式１） 

   イ 会社概要（所在地、資本金、事業内容、社歴等）を確認できる書類（パン

フレット等） 

   ウ プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭ

Ｓ）の認定を取得していることを確認できるもの 

  (2) 提出部数 

各１部 

(3) 提出期限 

  令和 7 年 10 月 27日（月） 午後４時まで  

  (4) 提出先 

    〒436-8650 

    静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１ 

    掛川市 くらし環境部 市民課 

  (5) 提出方法 

持 参 

 

７ 質問書の提出及び回答 

   本プロポーザルに関する質問がある場合は、次のとおりとする。 

  (1) 提出方法 

    電子メールのみとする。質問書（様式２）を使用し、メールに添付するこ 

と。 

    メール送信後、電話により市民課担当まで受信確認を行うこと。 

  (2) メールの件名 

    「掛川市市民課窓口業務等委託業務公募型プロポーザル質問」とすること。 

  (3) メールアドレス 

    simin@city.kakegawa.shizuoka.jp（掛川市市民課） 

(4) 提出期限 

令和 7 年 10 月 27 日（月） 午後４時まで 

(5) 参加者から質問を受けた場合は、令和 7 年 10 月 31 日（金）正午までに全事 

業者に回答を送付するとともに、掛川市ホームページへ掲載する。 

    なお、当該質問への回答は、本実施要領及び仕様書の追加または修正とみな

す。 

                   

８ 参加資格要件の確認結果通知 

   提出された参加意向申出書（様式１）及び添付書類に基づき、本プロポーザル

mailto:simin@city.kakegawa.shizuoka.jp
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への参加資格要件について確認し、結果を通知する。 

  (1) 通知日時 

令和 7 年 10 月 29 日（水） 午前 

(2) 通知方法 

    参加資格を有すると認められた事業者に対して電話にて連絡、後日、参加意

向申出書提出者全員に通知書を発送する。 

 

９ 企画提案書の内容 

    参加事業者は、企画提案書及び見積書を、次の項目により取りまとめることと

する。なお、提案書の様式は自由とするが、原則Ａ４版（縦使い・横書き）また

は、Ａ３版三折りとし、ページ番号を付すること。 

   また、企画提案書には、以下の項目に沿って記載し、各項目における評価基準

は、別紙の提案書における評価基準（以下「別紙」という。）のとおりとする。 

(1) 会社概要 

設立年月日、所在地、資本金、事業内容、社員数、組織図等を記載するこ

と。財務状況・直近３年間の売上高、営業利益及び経常利益を決算ごと、財

務諸表（貸借対照表・損益計算書等）を添付してください。 

(2) 受託実績 

地方公共団体の窓口業務、証明書取扱業務及び住民異動、戸籍届、印鑑登

録、旅券、マイナンバーカードの受託実績がある場合は、その内容をわかり

やすく一覧に記載すること。 

(3) 業務実施計画 

業務委託開始に向けて、業務引継等準備をどのように進めるか。また、業

務委託終了時に次の委託業者に対し、業務引継を円滑に行うための対応につ

いて記載すること。 

(4) 業務遂行体制 

業務遂行体制を以下のポイントについて記載すること。 

ア 通常期と繁忙期それぞれの従事者の予定人員体制（経験者割合、シフトロ

ーテーションなど）について 

イ 従事者の採用方針及び雇用保障について 

ウ 外国人への対応について 

エ 統括責任者の選定方針について 

オ 市との連絡調整や現場のバックアップ体制について 

カ 従事者の適正かつ良好な労働条件の確保について 

(5) ＤＥ＆Ｉの取組み 
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   ＤＥ＆Ｉの理念に基づく取り組みや配慮していることを記載すること。 

(6) 窓口受付・証明発行、郵便請求、オンライン申請等取扱業務及び住民異動・

戸籍届業務に対する考え方を具体的に記載すること。 

ア  窓口受付及び証明書の取扱い並びに住民異動・戸籍届業務の取扱いについ

ての具体的な業務実施方法について 

（窓口受付における来客対応については、市民サービス向上の観点から、よ

りスムーズな案内誘導や短期間での処理を求める。） 

イ 公金収納業務における現金の収受及び管理方法等について 

ウ 郵便請求や電子申請業務の実施方法について 

(7) 委託窓口に係る混雑解消手段について記載すること。 

市民課窓口において、当該窓口へ来客を誘導するためのレイアウトや待合

時間の過ごし方の創意工夫について 

(8) 研修体制について具体的に記載すること。 

受託後の研修・教育体制及び計画について 

(9) 苦情等の対応について具体的に記載すること。 

窓口業務における苦情等に対する対応方法や苦情等のトラブルや業務ミス

に対する改善策について 

(10) 個人情報保護に対する考え方について具体的に記載すること。 

委託業務を運営する上での個人情報及び特定個人情報の管理体制について 

(11) 防災及び災害、感染症等緊急時等危機管理について具体的に記載すること。 

業務トラブル時や欠員対応について 

防災、災害、感染症等緊急時への対応について 

(12)オンライン化を見据えた窓口業務体制について具体的に記載すること。 

     窓口来庁者の減少を見据えた際の人員配置計画について 

(13) その他独自提案について具体的にその内容を記載すること 

ア その他、市にとってより事務効率化となる提案や事業者が提案するサービ

ス、窓口業務のＤＸ化に対する考え方について 

イ 人に頼らないツールを活用したサービスの雇用について 

(14) 見積書について 

   ア 様式は自由。 

イ 年度ごとに記載すること。また、月額委託料が確認できること。 

ウ 単価、工数（人・日）、その他必要な経費の積算内訳がわかるように記載

すること。 

   エ 見積額は消費税及び地方消費税を含むものとすること。また、そのことを

明示すること。 
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10 企画提案書の提出期限 

(1) 提出期限 

令和 7 年 11 月７日（金） 午後５時 

(2) 提出部数 

  10 部（正本１部、副本９部） 

(3) 提出場所 

静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１ 

掛川市 くらし環境部 市民課 

(4) 提出方法 

  持参または送付（送付の場合は期限必着のこと） 

 

11 プレゼンテーションの方法 

  (1) 提出した企画提案書に基づき、プレゼンテーションを実施すること。 

(2) プレゼンテーションの構成は自由とするが、説明は 20 分以内、質疑の時間 

を 10 分程度とする。 

(3) プレゼンテーションに際し、新たな資料は必要としないが、補足説明等に必 

 要な場合は別途用意すること。 

(4) プレゼンテーションに際し、パソコン等を使用する場合は別途用意するこ 

と。なお、プロジェクター及びスクリーンは当市で用意するが、プロジェクタ 

ーは接続不良等により映像が映し出されないことも想定されるため、持参が望 

ましい。 

  (5) プレゼンテーション会場への入室人数は、説明者を含め３人以内とする。 

 

12 選定方法 

  事業者の選定にあたっては、別に定める選定委員会にて、別紙により評価し、最

も優れた提案を行った事業者を第一優先交渉権者として選定する。 

  なお、評価点の合計が同点の場合には、別紙の審査項目、４（業務遂行体制）、

９（苦情等の対応）、11（防災、災害及び感染症等緊急時における危機管理）、12

（オンライン化を見据えた窓口業務体制）、13（その他独自提案）、14（見積額）の

合計点数が多い者を上位とする。 

 

13 審査結果通知 

審査結果の通知は、プロポーザル参加事業者に対して、令和 7 年 11 月 20 日 

（木）に発送するものとする。ただし、審査結果は、合否のみの通知とし、審査集 
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計内容・順位等は通知しないものとする。 

 

14 無効となる提案 

次の条件の一つに該当する場合は、審査の対象から除外するものとする。 

(1) 定めた提出方法、提出先、期限に適合しない場合。 

(2) 見積額が、上記３で記した提案見積限度額を超過している場合。 

(3) 提案内容に虚偽がある場合。 

(4) 本業務委託契約締結までに、「４ 参加資格要件」に規定するプロポーザル 

 の参加資格を欠く者となった場合。 

 

15 その他 

(1) 企画提案書の作成、プレゼンテーションへの出席等、プロポーザル参加に際 

し、必要な経費は提案者の負担とする。 

(2) 参加意向申出書の提出期限以降の参加申込みは認めない。 

(3) 企画提案書の提出期限以降の書類の差し替え、追加及び再提出は認めない。 

   （プレゼンテーション当日の補足説明資料は除く） 

(4) 決定事業者の提案内容は、本市と協議のうえ、変更することができる。 

(5) 企画提案書等、提出された書類は、返却しないものとする。 

(6) 企画提案書等、提出された書類は、掛川市情報公開条例等の法令に基づき、 

 公表する場合がある。 
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【別紙】 

企画提案書における評価基準 
 

 審査項目 判断項目・評価基準 配点 

１ 会社の内容

に関する事

項  

 会社の規模、経営状況を総合的に判断し、将来に

わたり安定して業務を行い得る経営基盤があるか。

また、個人情報保護関連の資格を持っているか。 

５点 

２ 受託実績  本業務委託内容と同種の窓口業務や証明書取扱業

務等について、受託実績をどの程度有するか。 

５点 

３ 業務実施計

画 

(1)  業務引継等の準備や次期委託業者に対する業務

引継について具体的な計画であるか。 

(2)  業務マニュアルを作成する具体的な計画がある

か。  

(3) 全体を通して、事務の効率化、市民サービスの

向上の実現に直結する実現可能で具体的な計画で

あるか。 

15 点 

４ 業務遂行体

制 

(1) 窓口業務を円滑に実施できるシフトローテーシ 

ョンや責任者等の人員配置が適切にされている 

か。また、通常期や繁忙期における従事者の人員 

体制が適切にとられているか。 

(2) 本業務委託内容と同種の業務について、実務経 

験を有する人材を雇用する予定か。また、市内在 

住者を積極的に雇用する考えがあるか。 

(3) 日本語が話せない人への対応が明確であるか。

また、外国語対応できる人材の確保や機器等の調

達に努めているか。 

(4) 統括責任者の役割と育成方法はどのように考え 

ているのか。また、従業員との指揮命令系統と責 

任体制が明確であるか。 

(5) 業務の公共性及び重要性に鑑み、従事者に対し 

  て適正かつ良好な労働条件の確保に努めている 

か。 

(6) 管理責任者及び統括責任者（副責任者を配置予 

 の場合はその者も含む）として配置予定者の受託 

 業務の経験状況。 

30 点 
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５ ＤＥ＆Ｉの

取組 

 ＤＥ＆Ｉの理念に基づく取り組みや配慮がされてい

るか。 

10 点 

６ 窓口受付・

証明発行、

郵便・オン

ライン申請

等の取扱業

務に対する

考え方 

(1) 窓口受付におけるキオスク端末（マルチコピー 

機）へのスムーズな案内誘導や業務を短時間で処 

理するための具体的な考え方や業務方法が提案さ 

れているか。 

(2) 郵便請求業務や電子申請について、処理に関す

る具体的な考え方や将来に向けた業務方法の工夫

などが示されているか。 

10 点 

７ 委託窓口に

係る混雑解

消手段 

 混雑時の解消を図るための手段についてどのよう

な優れた提案があるか。また、市にとって有意義な

提案であるか。 

10 点 

８ 研修体制 (1) 業務を遂行する上で具体的な研修計画・スケジ 

ュールはあるか。特に、窓口業務の業務受託者と 

してコンプライアンスをどのように考えるか。 

(2) 住民基本台帳法及び戸籍法、番号法などの受託 

  業務に関する法令等に関し、研修体制についてど 

  のように考えるのか。また、接遇及び個人情報保 

  護に対する研修や教育をどのように行うのか。 

20 点 

９ 苦情等の対

応 

 日常業務でおこる苦情に対し、適切に対応できる

管理体制の整備や、苦情等のトラブルや業務ミスに

対する改善方法が検討されているか。 

10 点 

10 個人情報保

護に対する

考え方 

(1) 個人情報及び特定個人情報の取扱いに関する方 

  針等が設けられているか。また、業務を運営する 

上での個人情報の具体的な管理体制がとられてい 

るか。 

(2) 秘密保持、個人情報保護等セキュリティ対策は 

適切か。情報漏えいなどの緊急時に、迅速な対応 

が可能となっているか。 

10 点 

11 防災、災害

及び感染症

等緊急時に

おける危機

管理 

(1) 急なトラブルが発生した場合、どのように対応 

  するのか。また、欠員が発生した場合において、 

即座に適切な対応が出来る人員体制がどのように 

とれるのか。 

(2) 地震、風水害、火災時などの災害時及び感染症 

10 点 
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 に備え、十分な対策を講じるとともに、災害や感 

 染症等が発生した場合を想定した対策及び体制の 

 確立。 

12 オンライン化

を見据えた窓

口業務体制 

 将来に向けてオンライン申請が進み窓口来庁者の

減少を見据えた際の従事者人員配置計画。 

10 点 

13 その他独自

提案 

(1) 民間企業の考え方や経験を活かし、事務の効率 

化や市民サービス向上のための優れた提案。 

(2) 委託の目的を正しく捉え、常に問題意識を持 

ち、それを解決または実践し、将来に向けてより 

質の高いサービスを提供していくための提案。 

(3) 人に頼らないツールを活用したサービスの展開 

30 点 

14 見積額      見積提案上限額(千円）－ 提案額 

5点× 

見積提案上限額(千円）－最低提案額 

※１ 小数点以下は、四捨五入する。 

 ２ 提案額と見積提案上限額が同額の場合は、０点とする。 

5点 

合     計 180 点 

 


